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第１　地域における子育て支援

１　地域における子育て支援サービスの充実

(1) 子育て相談，情報提供体制の充実（Ｐ４８～４９）

①家庭児童相談室 [子育て支援課] 事業の継続 相談員 ２人 相談員 ２人 相談員 ２人 相談員 ２人 相談員 ２人
相談件数 １２３件 相談件数 １５４件 相談件数 ２８６件 相談件数 ３５０件 相談件数 ３２７件

（総合福祉センターと亀田
支所内に設置）

②地域子育て支援センター(子育てサロン) [子育て支援課] 設置箇所数 設置箇所数 設置箇所数 設置箇所数 設置箇所数 設置箇所数
　旧函館地区 ７か所 　旧函館地区 ４か所 　旧函館地区 ４か所 　旧函館地区 ５か所 　旧函館地区 ６か所 　旧函館地区 ６か所

４支所地区 ２か所 ４支所地区 ２か所 ４支所地区 ２か所 ４支所地区 ２か所 ４支所地区 ２か所

延利用者数２０，５４９人 延利用者数２１，２６１人 延利用者数 ２２,２７８人 延利用者数 ２６，１６９人 延利用者数 ２０，４０１人
４支所地区 ２か所

③つどいの広場事業 [子育て支援課] 設置箇所数 ３か所 未実施 設置箇所数 １か所 施設数 １か所 施設数 １か所 施設数 ２か所

④子育てサポート教室 [子育て支援課] 開催箇所数 １５か所 開催箇所数 １１か所 開催箇所数 １１か所 開催箇所数 １１か所 開催箇所数 １２か所 開催箇所数 １２か所
開催回数 ８４回 開催回数 ７７回 開催回数 ７７回 開催回数 ８４回 開催回数 ８２回
延利用者数 ３,３４２人 延利用者数 ２，６８９人 延利用者数 ２,１５１人 延利用者数 ２,１６０人 延利用者数 １，６７４人

⑤のびのび子育て講演会 [子育て支援課] 開催回数 年１回 開催回数 １回 開催回数 １回 開催回数 １回 開催回数 １回 開催回数 １回
参加者数 ７１人 参加者数 ９４人 参加者数 ４４人 参加者数 １３７人 参加者数 ９２名

⑥幼稚園における未就園児施設開放・相談事業 [総務課・教育指導課] 未就園児施設開放 未就園児施設開放 未就園児施設開放 未就園児施設開放 未就園児施設開放 未就園児施設開放
私立 ２３か所 私立 １８か所 私立 １９か所 私立 １９か所 私立 ２０か所 私立 ２２か所
公立 ３か所 公立 ３か所 公立 ３か所 公立 ３か所 公立 ２か所 公立 ２か所

⑦子育て支援総合コーディネート事業 [子育て支援課] 実施箇所数 １か所 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施

（総合福祉センターから本庁舎
へ移設し，H19.10｢子どもなんで
も相談110番｣として設置）

（H18.7　医療保育専門学
　校内に開設）

　乳幼児を持つ親とその子どもが気軽に集い，情報交換などの交流をした
り，ボランティアを活用して育児相談などを行う場を身近な地域に設置す
る。

　地域における多様な子育て支援サービスに関する情報を一元的に把握
し，保護者への情報提供，ケースマネジメント，利用援助等を行う事業。

　子育ての知識や情報を提供するため，有識者を招き，講演会を開催す
る。

 総合福祉センター(若松町)と亀田支所内にある相談窓口に，子どもの成
長発達などの各種相談に応じる相談窓口を設置し，家庭児童相談員を配置
する。
（平成１９年１０月から，子どもに関する相談を受け付ける窓口として
「子どもなんでも相談１１０番」を設置し，家庭児童相談員・子育て支援
員を配置している。）

施策項目および事業内容 平成18年度実績平成17年度実績

　子育て家庭の保護者の育児不安等の解消を図るため，育児に関する相
談・指導・助言・情報提供を行うとともに，子育てサークルなどを育成
し，その活動を支援する事業。

　未就園児と保護者を対象に施設を開放し，未就園児を持つ子育て家庭へ
の支援を行うとともに，その機会を利用して子育てや幼児教育に関する各
種の相談に応じ，必要な情報提供等を行う。

　市内の児童館・児童センターにおいて，小学校児童等の利用がない午前
中に，これら施設を活用して，月１～２回程度，子育てサロン指導員や保
健師による子育てや健康に関する講話，育児相談，親子遊びを行うなど子
育て家庭への支援を行う。

平成19年度実績

（総合福祉センターから本庁舎
へ移設し，H19.10｢子どもなんで
も相談110番｣として設置）

計画目標　～平成21年度

(つどいの広場と合わ
せて，中学校区に１か
所の整備を目指す)

(地域子育て支援センター
と合わせて，中学校区に１
か所の整備を目指す)

平成20年度実績 平成21年度実績

（総合福祉センターから本庁舎
へ移設し，H19.10｢子どもなんで
も相談110番｣として設置）

（H18.7函館医療保育専門学校内
→H21.7函館短期大学内へ移設，
H21.4さゆり園内→子育てサロン
から変更）
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施策項目および事業内容 平成18年度実績平成17年度実績 平成19年度実績計画目標　～平成21年度 平成20年度実績 平成21年度実績

(2) 家庭における子育て支援（Ｐ５１～５２）

①育児支援家庭訪問事業 [子育て支援課・健康増進課] 未実施 未実施 ヘルパー派遣件数 ヘルパー派遣件数 ヘルパー派遣件数
９件(延べ) ６５件(延べ) ６１件(延べ)

②ひとり親家庭奉仕員派遣事業 [子育て支援課] 利用者数 １０人 利用者数 ３人 利用世帯数 ２世帯 利用世帯数 ５世帯 利用世帯数 ６世帯 利用世帯数 １世帯
延回数 １５回(３７時間) 延回数 １４回(３５時間) 延回数 １２回(４０時間) 延回数 ５回(１３時間)

④乳幼児健康支援デイサービス事業(派遣型） [子育て支援課] 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施

⑤家庭的保育等事業 [子育て支援課] 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施

⑥ファミリー・サポート・センター事業 [子育て支援課] 活動件数 ５,０００件以上 活動件数 ６，５８１件 活動件数 ４，０２４件 活動件数 ４，８３７件 活動件数 ５，８９０件 活動件数 ６，３２９件

(3) 施設における子育て支援（Ｐ５５～５６）

①子育て支援短期利用事業（ショートステイ事業） [子育て支援課] 施設数 ３か所 施設数 ２か所 施設数 ２か所 施設数 ２か所 施設数 ２か所 施設数 ２か所
延利用者数 ２０１人 延利用者数 ３０９人 延利用者数 １４５人 延利用者数 １４５人 延利用者数 ５４人

　
②トワイライトステイ事業 [子育て支援課] 施設数 ３か所 施設数 ２か所 施設数 ２か所 施設数 ２か所 施設数 ２か所 施設数 ２か所

延利用者数 ７７人 延利用者数 ４３０人 延利用者数 ２２８人 延利用者数 １１４人 延利用者数 ５０人

③乳幼児健康支援デイサービス事業（施設型） [子育て支援課] 施設数 １か所 施設数 １か所 施設数 １か所 施設数 １か所 施設数 １か所 施設数 １か所
定員 ６人 定員 ６人 定員 ６人 定員 ６人 定員 ６人
延利用者数 ２０人 延利用者数 ３８人 延利用者数 ２６人 延利用者数 ３３人 延利用者数 １３人

施設型の事業を継続しなが
ら，ニーズの把握に努め，
その状況に応じて事業化を
検討する。

ニーズの把握に努め，その
状況に応じて事業化を検討
する。

　ひとり親家庭等の保護者が，技術習得，疾病，出張，事故，看護等の理
由で一時的に生活援助などのサービスが必要な場合に奉仕員を派遣する。

　保護者の疾病その他の理由により，家庭での保育に支障を生じた子ども
をその家庭において保育等を行う事業。

　育児の援助を受けたい人（依頼会員）と行いたい人（提供会員）が会員
登録し，育児について助け合う会員組織の事業。（平成２０年度から担当
を労働課から子育て支援課に移管した。）

　概ね３歳未満の児童で保護者の就労その他の理由により，家庭での保育
に支障がある場合などに，保育士等の自宅において適切な設備を整え，少
数の児童を対象に保育を行う事業。

　病気回復期にあって，集団での保育が困難な就学前児童を就業などの理
由で家庭での保育ができない保護者に代わって，児童等の自宅に看護師等
を派遣し，一時的に預かる事業。

　保護者が急な残業などの理由により，夜間に不在となり，子どもの養育
が困難となった場合，その他緊急の用事ができた場合において，保護者が
帰宅するまでの間，施設で夕食を提供し，保育する事業。

　保育所入所児童で，病気回復期にあって，集団での保育が困難な児童を
就業などの理由により，家庭での保育ができない保護者に代わって，医療
機関に付設した施設で一時的に預かる事業。

　保護者が病気，出産，冠婚葬祭等で一時的に子どもの養育が困難となっ
た場合に，７日間以内，保護者に代わって，保育する事業。

ニーズの把握に努め，その
状況に応じて事業化を検討
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施策項目および事業内容 平成18年度実績平成17年度実績 平成19年度実績計画目標　～平成21年度 平成20年度実績 平成21年度実績

④一時保育事業 [子育て支援課] 施設数 ４３か所 施設数 ３１か所 施設数 ２５か所 施設数 ２７か所 施設数 ２６か所 施設数 ２７か所
旧函館地区 延利用者数 １１,３０３人 延利用者数 ９，８００人 延利用者数 １０,８４９人 延利用者数 ９，３２７人 延利用者数 ９，０６７人

⑤私立幼稚園預かり保育 [総務課] 施設数 ２２か所 施設数 ２３か所 施設数 ２３か所 施設数 ２３か所 施設数 ２３か所 施設数 ２３か所
延利用者数５３，５９３人 延利用者数７６，９９４人 延利用者数 ８３,０１５人 延利用者数 ８４，１７２人 延利用者数 ８２，８７１人

⑥私立幼稚園における託児事業 [総務課] 施設数 ２１か所 施設数 ３か所 施設数 ５か所 施設数 ４か所 施設数 ７か所 施設数 ７か所
延利用者数 ４，１８８人 延利用者数 ５，９５９人 延利用者数 ４,４３８人 延利用者数 ２，２００人 延利用者数 ３，１７０人

⑦私立幼稚園における季節学童預かり事業 [総務課] 施設数 １０か所 施設数 ３か所 施設数 ６か所 施設数 ６か所 施設数 ５か所 施設数 ５か所
延利用者数 ２，２３８人 延利用者数 ２，３６４人 延利用者数 １,０３９人 延利用者数 ４，２３６人 延利用者数 ８，４７６人

⑧放課後児童健全育成事業 [生涯学習課] 施設数 ２８か所 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数
公営 ４か所 公営 ４か所 公営 ４か所 公営 ４か所 公営 ４か所
民営 ２０か所 民営 ２５か所 民営 ２９か所 民営 ３５か所 民営 ３８か所
利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数
公営 １２４人 公営 １６０人 公営 １５９人 公営 １４３人 公営 １１５人
民営 ７３７人 民営 ８７５人 民営 ９５４人 民営 １,１０９人 民営 １,１９６人

２　保育サービスの充実

(1) 多様な保育ニーズへの対応（Ｐ５８～６０）

①通常保育事業（認可保育所） [子育て支援課] 旧函館地区 旧函館地区 旧函館地区 旧函館地区 旧函館地区 旧函館地区
施設数 ４３か所 施設数 ４４か所 施設数 ４５か所 施設数 ４６か所 施設数 ４６か所 施設数 ４５か所
定員 ３,５６５人 定員 ３,５０５人 定員 ３,５０５人 定員 ３,５６５人 定員 ３,５７５人 定員 ３,５２０人
４支所地区 ４支所地区 ４支所地区 ４支所地区 ４支所地区 ４支所地区
施設数 ４か所 施設数 ４か所 施設数 ４か所 施設数 ４か所 施設数 ４か所 施設数 ４か所
　定員 ２３０人 　定員 ３００人 　定員 ３００人 　定員 ３００人 　定員 ３００人 　定員 ３００人

桔梗保育園の民営化 亀田港保育園の民営化 美原保育園の民営化 石川保育園の民営化

②延長保育事業 [子育て支援課] 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数
１時間延長 ３７か所 １時間延長 １３か所 １時間延長 １２か所 １時間延長 １１か所 １時間延長 ９か所 １時間延長 ７か所
２時間延長 ２か所 ２時間延長 ２か所 ２時間延長 ２か所 ２時間延長 ３か所 ２時間延長 ３か所 ２時間延長 ３か所
４時間延長 ３か所 ４時間延長 ２か所 ４時間延長 ２か所 ４時間延長 ２か所 ４時間延長 ２か所 ４時間延長 ２か所

③休日保育事業 [子育て支援課] 施設数 ３か所 施設数 ２か所 施設数 ２か所 施設数 ２か所 施設数 ２か所 施設数 ２か所
定員 ５０人 定員 ５０人 定員 ５０人 定員 ５０人 定員 ５０人
延利用者数 ２，００８人 延利用者数 １，７８３人 延利用者数 ２，１４１人 延利用者数 ２，４２５人 延利用者数 １，９１８人

　保護者の断続的または短期間の就労や傷病等による緊急時その他の理由
により，一時的に保育を必要とする児童を保育する事業。

　保育所入所児童のうち，保護者の就労形態等により，休日において保育
に欠ける児童を，保育所において保育を行う事業。

　保護者の就業形態の多様化等に対応するため，通常の開所時間を超えて
１時間から４時間まで，保育所の保育時間を延長する事業。

　幼稚園に就園している児童で，教育課程にかかわる教育時間終了後希望
する児童をその幼稚園において，引き続き教育する。

　私立の幼稚園行事等の際にその施設を利用して，未就園児を対象に，託
児する事業。

　私立の幼稚園の長期休業期間に施設などを利用して，小学校低学年児童
を預かる事業。

　保護者の就労や疾病等の理由により，家庭において児童の保育が欠ける
場合に保護者に代わって保育を行い，児童の心身の健全な発達を図る事
業。

　保護者等が，就業等の理由により，放課後において，家庭等における適
切な保護および育成を受けることのできない小学校児童を対象に，その保
護や健全な育成を行う事業。

鍛治保育園，さくら保育園の
統合・民営化

3



施策項目および事業内容 平成18年度実績平成17年度実績 平成19年度実績計画目標　～平成21年度 平成20年度実績 平成21年度実績

⑤夜間保育事業 [子育て支援課] 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施

⑥特定保育事業 [子育て支援課] 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施

⑦事業所内保育施設の整備促進 [労働課・保健所管理課]

施設数 １６か所 施設数 １４か所 施設数 １６か所

施設数 １６か所 施設数 １６か所
⑧低年齢児保育対策事業（認可外保育施設） [子育て支援課] 施設数 ３か所/１０か所 施設数 ３か所/１０か所 施設数 ３か所/１０か所 施設数 ４か所/１１か所 施設数 ４か所/１１か所 施設数 ４か所/７か所

認可外保育施設児童数 認可外保育施設児童数 認可外保育施設児童数 認可外保育施設児童数 認可外保育施設児童数
１４４人 １５７人 １６２人 １１７人 １２３人

⑨季節保育所 [子育て支援課] 統廃合の促進 施設数 ６か所 施設数 ５か所 施設数 ５か所 施設数 ５か所 施設数 ２か所
児童数 ５９人 児童数 ６１人 児童数 ５４人 児童数 ４６人 児童数 ３１人

⑩保育所地域活動事業 [子育て支援課] 施設数１８か所(２７科目) 施設数１４か所(１８科目) 施設数１５か所(２０科目) 施設数１８か所(２３科目) 施設数 ２２か所(２７科目) 施設数 ２２か所(２９科目)
障害児保育 １か所 障害児保育 ２か所 障害児保育 ２か所
異年齢児交流 ３か所 異年齢児交流 ４か所 異年齢児交流 ５か所 異年齢児交流 ８か所 異年齢児交流 ８か所
育児講座 ２か所 育児講座 ２か所 育児講座 ２か所 育児講座 ２か所 育児講座 ２か所
世代間交流 １２か所 世代間交流 １２か所 世代間交流 １４か所 世代間交流 １８か所 世代間交流 １９か所

(2) 保育サービスの質の向上（Ｐ６２）
①保育サービスの情報提供 [子育て支援課]

②保育士の研修の充実 [子育て支援課]

③保育サービス評価システムの導入検討 [子育て支援課] 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施

市ホームページでの施設整備費
等助成制度の周知，当該制度等
を掲載した「雇用促進支援ガイ
ド」の作成と事業所への配付

市政はこだてやリーフレッ
トによる周知・啓発

「保育所入所のしおり」，
ホームページ，各保育所な
どにおいて保育サービスに
関する情報提供を行ってい
る。

各保育所において所内研
修，派遣研修等を体系的，
計画的に行う。

「保育所入所のしおり」，
ホームページ，各保育所な
どにおいて保育サービスに
関する情報提供を行ってい
る。

「保育所入所のしおり」，
ホームページ，各保育所など
において保育サービスに関す
る情報提供を行っている。

「保育所入所のしおり」，
ホームページ，各保育所な
どにおいて保育サービスに
関する情報提供を行ってい
る。

各保育所において所内研
修，派遣研修等を体系的，
計画的に行っている。

各保育所において所内研
修，派遣研修等を体系的，
計画的に行っている。

各保育所において所内研修，
派遣研修等を体系的，計画的
に行う。

　低年齢児の保育ニーズが高まっていることから，施設要件を満たす認可
外保育施設に対し，低年齢児保育の委託を実施する。

　夜間に保育を必要とする児童に対して，午前11時から午後10時までの保
育を行う事業。

　就学前児童の保護者のいずれもが，一定程度の日時に，児童を保育する
ことができないと認められ，かつ，同居の親族等がその児童を保育するこ
とができないと認められる場合に，必要な日時に保育を行う事業。

　事業所内保育施設の整備を促進するため，事業所が保育施設を整備する
際の助成制度の周知・啓発を図る。

市政はこだてやリーフレッ
トによる周知・啓発

各種研修会への参加を促進
する。

需要の把握に努め，その状
況に応じて事業化を検討す
る。

需要の把握に努め，その状
況に応じて事業化を検討す
る。

事業所が保育施設を整備す
る際の助成制度などの周
知・啓発を図る。

ホームページなどを利用し
た積極的な情報提供を促進
する。

　保育サービス利用者の選択や質の向上に資する観点からのサービス評価
等の事業。

　保育サービスの実施状況等に関する情報を市の広報誌などで提供する。

　市街地から離れた沿岸，山間地区に設置され，毎年４月から12月までの
９か月間，農繁期等における地域の保育需要に応じて保育を実施する事
業。

　地域における多様化する子育て支援サービスへの需要に対応するため，
地域に開かれた社会資源として，保育所が有する専門的な機能を活用し，
障害児保育，世代間交流，異年齢児交流，育児講座を実施する。

　各保育所において所内研修，派遣研修等を行っている。

サービス評価等事業の取組
みを促進する。

市ホームページでの周知 市ホームページでの施設整備費
等助成制度の周知，当該制度等
を掲載した「雇用促進支援ガイ
ド」の作成と事業所への配付

「保育所入所のしおり」，
ホームページ，各保育所など
において保育サービスに関す
る情報提供を行っている。

各保育所において所内研修，
派遣研修等を体系的，計画的
に行う。
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施策項目および事業内容 平成18年度実績平成17年度実績 平成19年度実績計画目標　～平成21年度 平成20年度実績 平成21年度実績

３　子育て支援のネットワークづくり

(1) 子育て支援ネットワークづくりの促進（Ｐ６４）

④ちびっこあそびの広場 [子育て支援課] 開催回数 年１回 開催回数 １回 開催回数 １回 開催回数 １回 開催回数 ２回 開催回数 ２回
参加者数 １７４組 参加者数 ２３９組 参加者数 １６０組 参加者数 ３５０組 参加者数 ７０５人

(2) 子育て支援情報の提供の充実（Ｐ６６）

①子育てサポートブック「こそだてーる」の発行 [子育て支援課] 配布数 １，８００部 配布数 ２，２００部 配布数 １，９００部 配布数 １，９００部 配布数 １，８８０部 配布数 ５，０００部

②育児情報誌「すくすく」の発行 [健康増進課] 配布数 ８，０００部 配布数 ８，０００部 年　２回発行 年　２回発行 年　２回発行 年　２回発行
配布数 ８，０００部 配布数 ８，０００部 配布数 ８，０００部 配布数 ８，０００部

③育児情報誌「のびのびはこだてっ子」の発行 [子育て支援課] 配布数 ８，０００部 配布数 ８，０００部 年　２回発行 年　１回発行 平成１９年度をもって廃止 平成１９年度をもって廃止
配布数 ８，０００部 配布数 ８，０００部

(3) 地域における子育て意識の啓発推進（Ｐ６７～６８）

①主任児童委員，児童委員の活動の促進 [社会課] 活動の促進 児童委員 ７１０人 児童委員 ７１０人 児童委員 ７１０人 児童委員 ７１０人 児童委員 ７１０人
うち主任児童委員 ５８人 うち主任児童委員 ５８人 うち主任児童委員 ５８人 うち主任児童委員 ５８人 うち主任児童委員 ５８人

４　児童の健全育成

(1) 児童の居場所づくりの整備推進（Ｐ７１～７２）

①児童館，母と子の家 [子育て支援課] 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数
児童館 ２６か所 児童館 ２６か所 児童館 ２６か所 児童館 ２５か所 児童館 ２５か所 児童館 ２５か所
母と子の家 １か所 母と子の家 １か所 母と子の家 １か所 母と子の家 １か所 母と子の家 １か所 母と子の家 １か所

利用児童数 利用児童数 利用児童数 利用児童数 利用児童数
２５５，９３２人 ２４４，１４４人 ２４０,３３８人 ３１８，８６９人

②児童遊園遊具等整備事業 [子育て支援課] 施設数 ４４か所 施設数 ４４か所 施設数 ４４か所 施設数 ４４か所 施設数 ４３か所 施設数 ４０か所

　児童に集団的，個別的な遊びの指導を行い，健康を増進するとともに，
豊かな情操を育み，児童の健全育成を図る。

　児童遊園の遊具等の維持補修をする。

　毎年１回，市民体育館等において，親子が遊んだり，保護者同士の子育
ての情報交換や育児相談，大型遊具や手作りおもちゃなどのコーナーを設
け，子育て家庭への支援を行う。

　第一子出生世帯と就学前児童のいる転入世帯に，育児に関する各種情報
を掲載した冊子を配布し，子育て支援に関する情報提供を行う。

　子どもの年齢に応じた母子保健に関する育児情報誌を作成し，乳幼児健
診等で配布する。

　子育てサロンの活動など，子育て支援に関する育児情報誌を作成し，乳
幼児健診時や児童館等の公共施設で配布する。

　主任児童委員，児童委員の活動を促進する。

桔梗福祉交流センター
（桔梗児童館）の開設

H21年度から内容，サイズ等をリ
ニューアルし，すくすく手帳と
して発行

２９７，０４０人
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施策項目および事業内容 平成18年度実績平成17年度実績 平成19年度実績計画目標　～平成21年度 平成20年度実績 平成21年度実績

③亀田青少年会館 [生涯学習課] 利用者数 ３０，０００人 利用者数 ２７，０７５人 利用者数 ２５，４７９人 利用者数 ２３,８０８人 利用者数 ３０,０００人 利用者数 ２７，４１３人

④青少年研修センター [青少年研修センター] 実施回数 実施回数 実施回数 実施回数 実施回数 実施回数
宿泊型 ８回/年 宿泊型 ８回/年 宿泊型 ８回/年 宿泊型 ６回/年 宿泊型 ８回/年 宿泊型 ５回/年
日帰り型 １２回/年 日帰り型 １３回/年 日帰り型 ９回/年 日帰り型 ７回/年 日帰り型 １回/年 日帰り型 ３回/年

⑤えほんの時間・ものがたりのおへや事業 [中央図書館] 事業の継続 実施回数 ２０５回 実施回数 ３０３回 実施回数 ３０３回 実施回数 ３４１回 実施回数 ３７３回
参加者数 延４，１１０人 参加者数 延６，８００人 参加者数 延６，５３０人 参加者数 延７，３９２人 参加者数 ６，３４８名

⑥公民館 [公民館] 事業の継続 開催回数 開催回数 開催回数 開催回数 開催回数
講座 ３６回 講座 ３６回 　講座 ４１回 　講座 ４０回 　講座 ３９回
写生大会 １回 写生大会 １回 写生大会 １回 親子わくわくキャンプ　 親子わくわくキャンプ　

親子わくわくキャンプ 新春書初大会 ほか
ほか ほか

⑦学校開放事業 [スポーツ振興課] 事業の継続 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数
校庭開放 １６校 校庭開放 １６校 校庭開放 １６校 校庭開放 １６校 校庭開放 １５校
プール開放 ２９校 プール開放 ２６校 プール開放 ２５校 プール開放 ２５校 プール開放 ２２校

⑧なかよし広場事業 [生涯学習課] 事業の継続 施設数 小学校４０校 施設数 小学校４０校 施設数 小学校２２校 事業廃止 事業廃止

⑨地域子ども教室推進事業 [生涯学習課] 施設数 １１か所 施設数 ２か所 施設数 ３か所 施設数 ６か所 施設数 ８か所 施設数 ９か所
（あさひ小，旭岡小）

開催回数 １８３回 開催回数 ２１２回
延利用者数 ６，８４７人

開催回数 ２８９回
延べ利用者数 10,604人 開催回数 ３３４回 開催回数 ３３２回

⑩公園・緑地整備 [緑化推進課] 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数
公園 ２６７か所 公園 ２７８か所 公園 ２８５か所 公園 ２９６か所 公園 ３０２か所
緑地 ２５か所 緑地 ２５か所 緑地 ２５か所 緑地 ２５か所 緑地 ２５か所

開発行為帰属公園整備 ２か所 開発行為帰属公園整備 ２か所 開発行為帰属公園整備 ０か所 開発行為帰属公園整備 ３か所 開発行為帰属公園整備 ７か所
(富岡第２街区公園， (鍛治第４街区公園，

本通第５街区公園） 山の手第11街区公園）

　 　 　

（放課後こどもプラン関連事
業に統合するため）

（あさひ小，旭岡小，
　南本通小，磨光小，
　万年橋小，鍛神小，
  高丘小,本通小）

（あさひ小，旭岡小，南本通小）

こどもまつり，少年少女・
親子向け各種スポーツ大会
等の実施

こどもまつり，少年少女・
親子向け各種スポーツ大会
等の実施

　市内に在住または勤務する勤労青年や児童，生徒，学生の，健全育成を
図るための場を提供する。

　公園・緑地の整備。

　４歳児から小学校低学年までを対象に，読み聞かせボランティアによる
紙芝居や絵本を使った読み聞かせの実演をする。（平成１７年度から対象
を乳幼児から小学校低学年までに拡大した。）

　市立学校の施設を，学校教育に支障のない範囲で，スポーツ活動等に開
放し，特に校庭開放として，小学校児童，保護者の付き添いのある幼児を
対象に体育館とグラウンドを開放しているほか，プール開放として成人の
引率者がいることを条件に児童・生徒の団体を対象に遊泳のためにプール
を開放する。

　土曜日の午前中における幼児や小学校低学年児童の居場所として，市立
小学校において，校庭および体育館を開放する。

　放課後や休日に学校の校庭や教室等に安全・安心して活動できる子ども
の居場所（活動拠点）を設け，高齢者，退職教員，大学生，ＰＴＡ，民生
委員など地域の人材がボランティアとして協力し，スポーツや文化活動な
ど多彩な活動を実施し，青少年の健全育成を図る事業。［平成１９年度か
ら放課後子ども教室推進事業へと事業名変更］

　原則として，小学生以上で具体的な研修計画を有し，引率者がいる概ね
５人以上の団体を対象として，宿泊・日帰り研修活動を実施する。

　青少年健全育成事業として，小学生対象の公民館講座，家庭教育支援に
関する講座・講演会，親と子の写生大会を開催する。

公園配置の地区バランスを
考慮し，少ない地区の整備
を充実。
住民参加によるワーク
ショップ方式の積極的導
入。
老朽化が進んでいる大規模
公園の再整備。

こどもまつり，少年少女・
親子向け各種スポーツ大会
等の実施

こどもまつり，少年少女・親
子向け各種スポーツ大会等の
実施

(美原第4街区公園，
山の手第13街区公園，
昭和第9街区公園)

（あさひ小，旭岡小，
　南本通小，磨光小，
　万年橋小，鍛神小）

こどもまつり，少年少女・親
子向け各種スポーツ大会等の
実施

（放課後こどもプラン関連事
業に統合するため）

（あさひ小，旭岡小，
　南本通小，磨光小，
　万年橋小，鍛神小，
  高丘小,本通小，柏野

(本通第6街区公園，山の手第
14街区公園，中道第5街区公
園，神山第8街区公園，美原
第5街区公園，桔梗第24街区
公園，富岡第3街区公園)
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施策項目および事業内容 平成18年度実績平成17年度実績 平成19年度実績計画目標　～平成21年度 平成20年度実績 平成21年度実績

(2) 少年非行，いじめ・不登校等に対する支援の推進（Ｐ７４～７５）

①青少年育成フォーラム [生涯学習課] 開催回数 ２回 開催回数 １回 開催回数 １回 開催回数 １回 開催回数 １回 開催回数 １回
参加者数 １２４人 参加者数 ９７人 参加者数 ４０８人 参加者数 ２７５人 参加者数 ２４５人

②親と子のテレフォン相談 [生涯学習課] 相談件数 １００件 相談件数 ７９件 相談件数 ４５件 相談件数 ６０件 相談件数 ２４件

③非行防止活動事業 [生涯学習課] 活動回数 １，５００回 活動回数 １，３６７回 活動回数 １，５０５回 活動回数 １,５５０回 活動人数 １，８２７人 活動人数 １，０６２回
昼間補導 ４４１回 昼間補導 ４８０回 昼間補導 ４９５回 平常補導 １，３７４人 昼間補導 ６２１回
夜間補導 ２５１回 夜間補導 ２５４回 夜間補導 ２５９回 特別補導 ２９３人 夜間補導 ２５８回
特別補導 ６７５回 特別補導 ７７１回 特別補導 ７９６回 特別補導 １８３回

④社会環境浄化活動事業 [生涯学習課] 活動回数 ２回 活動回数 １回 活動回数 １回 活動回数 １回 活動回数 １回 活動回数 １回

⑤適応指導教室の開設 [教育指導課] 施設数 １か所 施設数 １か所 施設数 １か所 施設数 １か所 施設数 １か所 施設数 １か所
通級数　 小学生　３人 通級数　 小学生　３人 通級数 小学生　　１人 通級数　　　　　　　　　　小学生　０人 通級数　　　　　　　　　　小学生　０人

中学生１５人 中学生　７人 中学生　１４人 中学生　７人 中学生　５人

⑥いじめ登校拒否等対策推進事業 [教育指導課] パンフレット配布数 パンフレット配布数 パンフレット配布数 パンフレット配布数 パンフレット配布数 パンフレット配布数
２４,０００部 ２４，０００部 ２４，０００部 ２４,０００部 ２２,０００部 ２２,０００部

親子フォーラムの開催１回 親子フォーラムの開催１回 親子フォーラムの開催１回
子どもの悩み相談電話 子どもの悩み相談電話 子どもの悩み相談電話 子どもの悩み相談電話 子どもの悩み相談電話

１か所 １か所 １か所 １か所 ２か所

　小中学校ＰＴＡ関係者，町会関係者，小中学校教諭，保護司会会員等を
対象とした青少年の健全育成に関する講演会を開催する。

　補導センター専任補導員，函館家庭生活カウンセラークラブのカウンセ
ラーが月曜日から金曜日まで，子どもに関することや家庭生活等の悩み相
談に対応する。

　街頭補導として，月曜日から金曜日まで２～３班で昼間補導活動を行っ
ているほか，夜間補導や長期休業期間や祭典時などに特別補導活動を実施
する。

　青少年を取り巻く環境の浄化活動として，有害図書等の取扱い，陳列方
法等について，書店やレンタルビデオ店等への立入り実態調査を一斉に行
い，店主等への自粛要請を行う。

　集団生活への不適応，学業に対する不安などによって，学校に登校でき
ない状況にある児童・生徒を対象に，家庭訪問や「やすらぎ学級」（南北
海道教育センター）における個別や小集団での相談や指導を行う。

　児童・生徒のいじめや不登校に関する問題について，その対応に係わる
協議等を行い，啓発用パンフレットの配布，親子フォーラムの開催（年１
回），子どもの悩み相談電話(南北海道教育センター)の開設などに取り組
む。（平成１８年度からいじめ不登校等対策推進事業に事業名変更）

子どもなんでも相談１１０番
など，類似事業の開始により
事業の必要性が低下したこと
から廃止
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施策項目および事業内容 平成18年度実績平成17年度実績 平成19年度実績計画目標　～平成21年度 平成20年度実績 平成21年度実績

第２　母子の健康確保と増進

１　子どもや母親の健康の確保

(1) 健康診査，保健相談・指導の充実（Ｐ７８～８０）

①妊婦一般健康診査，超音波検査 [健康増進課] 受診率の向上を図る。 受診率・数 受診率・数 受診率・数 受診率・数 受診率・数

一般健康診査 一般健康診査 一般健康診査 一般健康診査 一般健康診査

20週未満 88.6％ 20週未満 91.1％(1,870人) 20週未満 89.8%(1,804人) １回目 94.8％(1,926人) １回目 1,922人(92.8%)

20週以降 86.6％ 20週以降 88.3％(1,812人) 20週以降 90.3%(1,816人) ２回目 87.5％(1,777人) ２～14回目 延19,249人

　HBs抗原検査 90.7％ HBs抗原検査 91.2％(1,873人) HBs抗原検査 93.2%(1,873人) ３回目 100％(2,032人)

超音波検査 74.3％ 超音波検査 80.1％(278件) 超音波検査 72.2%(268件) 超音波検査(35歳以上) 350件

(35歳以上) (HBs抗原検査は1回目の健診に含む)

②妊産婦保健指導 [健康増進課] 11週以内届出率向上を図る 11週以内届出率 63.6％ 11週以内届出率 64.6％ 11週以内届出率 65.8％ 11週以内届出率 70.1％ 11週以内届出率 85.9％
多胎妊婦保健指導実施率 多胎妊婦保健指導実施率 多胎妊婦保健指導実施率 多胎妊婦保健指導実施率 ﾊｲﾘｽｸ妊婦への指導 随時 ﾊｲﾘｽｸ妊婦への指導 随時

100％ 100％ 76.9％ 71.4％ 未熟児連絡会の開催 １６回 母子支援地域連絡会の開催
未熟児連絡会の開催１２回 未熟児連絡会の開催１２回 未熟児連絡会の開催１２回 未熟児連絡会の開催１６回 母子支援連絡票 190件 (中央病院，五稜郭病院) １６回
未熟児等連絡票 100％支援 未熟児等連絡票 99％支援 未熟児等連絡票 157件 未熟児等連絡票 165件 (100％支援) 母子支援連絡票 241件

(98.7％支援) (96.4％支援) (100％支援)
③乳幼児健康診査 [健康増進課] 受診率の向上を図る。 受診率 受診率 受診率 受診率 受診率

４か月児健康診査90.8％ ４か月児健康診査91.4％ ４か月児健康診査99.1％ ４か月児健康診査 100％ ４か月児健康診査 99.7％
10か月児健康診査88.0％ 10か月児健康診査89.2％ 10か月児健康診査91.8％ 10か月児健康診査 93.4％ 10か月児健康診査 94.3％
１歳６か月児健康診査 １歳６か月児健康診査 １歳６か月児健康診査 １歳６か月児健康診査 １歳６か月児健康診査

83.7％ 89.0％ 88.6％ 92.1％ 91.7％
３歳児健康診査 85.7％ ３歳児健康診査 88.5％ ３歳児健康診査 86.9％ ３歳児健康診査 88.5％ ３歳児健康診査 89.0％

④乳幼児健診二次スクリーニング [健康増進課] 事業の継続 実施回数 実施回数 実施回数 実施回数 実施回数
経過観察健診 １３回 経過観察健診 ２２回 経過観察健診 ２４回 経過観察健診 ２４回 経過観察健診 ２３回

のびっこ健診 １１回 のびっこ健診 １１回 のびっこ健診 １２回 のびっこ健診 １０回

⑤乳幼児保健指導 [健康増進課] 未熟児等連絡票 100％支援 未熟児等連絡票 99％支援 未熟児等連絡票98.7％支援 母子支援連絡票96.4％支援 母子支援連絡票 100％支援 母子支援連絡票 100％支援
多胎児訪問 100％支援 障害児訪問 83.1％支援 多胎児訪問 61.5％支援 多胎児訪問 54.0％支援 多胎児訪問 100％支援 多胎児訪問 88.9％支援
障害児訪問 100％支援 ことばの相談 １１回 障害児訪問 73.4％支援 障害児訪問 80.7％支援 障害児訪問 78.4％支援 障害児訪問 68.0％支援
ことばの相談 ２４回 のびっこ健診 １１回 ことばの相談 １１回 ことばの相談 １２回 ことばの相談 ２７回 ことばの相談 １１回
のびっこ健診増加を目指す

⑥アトピー性皮膚炎こども相談 [健康増進課] 継続して実施する 相談件数 ２件 相談件数 ２件 医師不在のため休止中 医師不在のため休止中 医師不在のため休止中

　母子手帳交付時，20週未満・以降で健康診査を各1回，HBs抗原検査を1
回無料でできる受診票と出産予定日に35歳以上の妊婦に超音波検査を1回
無料で受診できる受診票を交付する。

　乳幼児健診での保健指導を行うとともに，未熟児等に対する訪問指導，
来所相談や電話相談などの乳幼児相談事業，ことばの相談，さらにはの
びっこ健診において肥満防止の保健指導を行う。
（のびっこ健診は平成１８年度から「乳幼児健診二次スクリーニング」へ
統合）

　乳幼児健康診査等において経過観察が必要とされる子どもに対し，経過
観察健診，発達健診・訓練を行う。

　乳幼児から学童(0～15歳)までのアトピー性皮膚炎に関する不安や悩み
についての相談に応じる。

　妊娠11週以内の届出を促進するほか，妊産婦訪問や電話相談への対応，
相談室の整備など，保健指導の充実・強化するとともに，未熟児連絡会や
未熟児等連絡票の活用等，医療機関との連携により，ハイリスク妊婦への
支援をする。

　４か月，10か月，1歳６か月，３歳児の健康診査事業。

8



施策項目および事業内容 平成18年度実績平成17年度実績 平成19年度実績計画目標　～平成21年度 平成20年度実績 平成21年度実績

⑦定期予防接種 [健康増進課] 接種率の向上を図る。
（ポリオ，ＢＣＧ，麻しん，
風しん，三種混合）

⑧妊産婦歯科健診・相談 [健康増進課] 増加を目指す 実施回数 ３５回 実施回数 ７５回 実施回数 ７０回 実施回数 ７６回 実施回数 ８７回
１１人 １０３人 １０６人 １２７人

⑨乳幼児歯科健診・相談 [健康増進課] むし歯有病者率 むし歯有病者率 むし歯有病者率 むし歯有病者率 むし歯有病者率
１歳６か月児健診時 １歳６か月児健診時 １歳６か月児健診時 １歳６か月児健診時 １歳６か月児健診時

6.3％ 6.5％ 5.4％ 5.4％ 4.5％
３歳児健診時 37.8％ ３歳児健診時 32.8％ ３歳児健診時 32.0％ ３歳児健診時 30.0％ ３歳児健診時 29.0％

⑩周産期母子医療センターとの連携 [健康増進課] 周産期死亡率(出生千対) 5.1 周産期死亡率(出生千対) 0 周産期死亡率(出生千対) 3.1 周産期死亡率(出生千対) 0 周産期死亡率(出生千対) 2.6
乳児死亡率(出生千対) 3.1 乳児死亡率(出生千対) 2.1 乳児死亡率(出生千対) 2.6 乳児死亡率(出生千対) 0 乳児死亡率(出生千対) 1.1
新生児死亡(出生千対) 2.6 新生児死亡(出生千対) 0.5 新生児死亡(出生千対) 1.0 新生児死亡(出生千対) 0 新生児死亡(出生千対) 0.5
市内全産婦人科からNICUへ搬送 市内全産婦人科からNICUへ搬送 市内全産婦人科からNICUへ搬送 市内全産婦人科からNICUへ搬送 市内全産婦人科からNICUへ搬送

随時 随時 随時 随時 随時

⑪不妊治療助成制度（北海道事業）の普及啓発 [健康増進課] 制度の普及啓発の実施 助成利用者 ８３人 助成利用者 ８６人 助成利用者 １１１人 助成利用者 １７９人

助成利用者 ３５人

(2) 母子保健の情報の提供（Ｐ８１～８２）

④事故防止周知啓発事業 [健康増進課] ※不慮の事故による死亡 ※不慮の事故による死亡 ※不慮の事故による死亡 ※不慮の事故による死亡 ※不慮の事故による死亡
（H17.1～H17.12） （H18.1～H18.12） （H19.1～H19.12） （H20.1～H20.12） （H21.1～H21.12）
　０～４歳児 ０件 　０～４歳児 ０件 ０～４歳児 ０件 ０～４歳児 １件 ０～４歳児 1件

⑤えほんふれあい事業 [中央図書館] 事業の継続 実施回数 ４９回 実施回数 ６１回 実施回数 ４９回 実施回数 ３９回 実施回数 ５１回

⑥両親学級 [健康増進課] 開催回数 １２回 開催回数 １２回 開催回数 １２回 開催回数 １１回 開催回数 １０回
参加者数 ５５２人 参加者数 ５８８人 参加者数 ５７７人 参加者数 ４８７人 参加者数 ４８０人

接種率の向上を目指し，普
及啓発に努める。

接種率の向上を目指し，普
及啓発に努める。

中核市移行に伴い，H17.10
から市の事業として実施

　感染症を防止するために，主に乳幼児に対し，ＢＣＧ，ポリオ，麻し
ん，風しん，三種混合のワクチンを接種する。

　高齢妊婦，ハイリスク妊婦等を対象として，分娩に伴う妊婦，乳児の死
亡を減少させるため，状況に応じて市内の全産婦人科が周産期母子医療セ
ンターへの搬送を行うための連携をする。

　両親学級，乳幼児健診，子育てサポート教室等において，誤飲，転落，
転倒，やけど等の子どもの事故予防のための啓発を行う。

　えほんの読み聞かせを通して，保護者と子どものふれあいを深め，安定
した関係を構築することを目的として，10か月児健診時に読み聞かせサー
クルによる読み聞かせを実演し，推薦絵本と読み聞かせ案内について情報
を提供する。

　北海道の不妊治療助成制度の普及啓発を行う。［H17年度から特定不妊
治療助成制度と事業名変更］

　妊婦とその夫・家族に対して，妊娠中の健康管理や出産・育児に関する
知識を普及啓発するため，実習や体験学習を行う。

　10か月児健診時に歯科相談を，1歳6か月児健診，3歳児健診時に歯科健
診と歯科相談を行っており，また，１歳以上の幼児を対象にフッ素塗布を
行う。

　妊産婦を対象として，歯科健診，相談，歯科保健に関する啓発を行う。

乳幼児歯科健診の受診率の
向上を目指し，フッ素塗布
実施医療機関の情報提供に
取り組むなど，むし歯有病
者率の減少を図る。

同センターと医療機関との
連携を促進

事故による死亡などの防止
に努める

開催回数の増加など事業の
充実を図る

接種率の向上を目指し，普及
啓発に努める。

接種率の向上を目指し，普
及啓発に努める。

接種率の向上を目指し，普及
啓発に努める。

母子支援地域連絡会を通じて連携を
図る

母子支援地域連絡会を通じて連携を
図る
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施策項目および事業内容 平成18年度実績平成17年度実績 平成19年度実績計画目標　～平成21年度 平成20年度実績 平成21年度実績

⑦プレパパ・プレママのためのセミナー(両親学級講演会) [健康増進課] 開催回数 ３回 開催回数 ３回 開催回数 ３回 開催回数 ３回 開催回数 ３回
参加者数 １２３人 参加者数 １２８人 参加者数 ９１人 参加者数 ９２人 参加者数 ８４人

２　食育の推進

(1) 食に関する学習機会，情報提供の充実（Ｐ８５）

①離乳食教室 [健康増進課] 開催回数　　　　　　　　年２回 開催回数 １回 開催回数 ２回 開催回数 ２回 開催回数 ２回 開催回数 ４回

②保育所，幼稚園におけるおやつ・お弁当教室 [健康増進課] 開催回数 年２回 開催回数 ３回 開催回数 ３回 開催回数 ２回 開催回数 ２回 開催回数 ０回

※保育所・幼稚園からの ※保育所・幼稚園からの ※保育所・幼稚園からの ※保育所・幼稚園からの ※ヘルスメイトの主催で実施
依頼による健康教育 依頼による健康教育 依頼による健康教育 依頼による健康教育

④のびっこ健診（肥満健診） [健康増進課] 事業の継続 開催回数 １１回 開催回数 １１回 開催回数 １１回 開催回数 １２回 開催回数 １０回
対象者数 １８人 対象者数 ５６人 対象者数 ５３人 対象者数 ４９人 対象者数 ４７人

⑤食育だよりの発行と講演会の開催 [子育て支援課] 「食育だより」の発行 「食育だより」の発行１２回 「食育だより」の発行１２回 「食育だより」の発行１２回 「食育だより」の発行 １２回 「食育だより」の発行 １２回
年１２回 講演会 １回 講演会 １回 講演会 ２回 講演会 ２回 講演会 ２回

⑥学校における食育の推進 [教育指導課] 事業の継続 事業の実施 食の指導に係る学校教育 食の指導に係る学校教育 食の指導に係る学校教育 食の指導に係る学校教育
指導 全校 指導 全校 指導 全校 指導 全校
学校栄養士研究会におけ 学校栄養士研究会におけ 学校栄養士研究会におけ 学校栄養士研究会におけ
る講演，助言　　　　　　　１回 る講演，助言　　　　　　　１回 る講演，助言　　　　　　　１回 る講演，助言　　　　　　　１回

３　思春期保健対策の充実

(1) 思春期保健に関する知識の普及促進（Ｐ８７～８８）

①思春期保健講演会 [健康増進課] 開催回数の増加を目指す 開催回数 １回 開催回数 １回 開催回数 １回 開催回数 １回 開催回数 １回
参加者数 １４６人 参加者数 １５４人 参加者数 １００人 参加者数 １２９人 参加者数 １２２人　思春期の子どもを持つ親，関係機関等を対象に，思春期の特徴や性行動

を含めた問題行動の現状や対応方法について，講演会を開催する。

　妊婦とその夫・家族に対して，妊娠中の健康管理や出産・育児に関する
知識，食事や歯科保健の重要性などについて，普及啓発するため，講演会
を行う。

　乳幼児を持つ親を対象に，離乳食についての意識啓発を図るため，講話
と調理実習，食事相談などを行う。

　保育所･幼稚園の児童を持つ親を対象に，幼児期の食の大切さについて
の意識啓発を図るため，おやつ・お弁当づくりについての講話と調理実習
などを行う。（平成２０年度から事業名を「幼児の食事教室」へと変更し
た）

　幼児期からの肥満対策として，のびっこ健診を実施し，健診結果をもと
に，栄養指導を含む肥満を予防する生活習慣を身につけるための指導を行
う。

　保育所入所児童の保護者や子育てサロン利用者を対象に「食育だより」
を作成・配布するとともに，講演会を開催し，意識啓発を図る。

　食に関する指導について，各学校教職員に対する教育指導を実施すると
ともに，学校栄養士研究会等と連携して，学校における食育を推進する。

開催回数の増加など事業の
充実を図る
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施策項目および事業内容 平成18年度実績平成17年度実績 平成19年度実績計画目標　～平成21年度 平成20年度実績 平成21年度実績

②思春期教室 [健康増進課] 開催回数 開催回数等 開催回数等 開催回数 開催回数 開催回数
出前健康教育 出前健康教育８校１９回 出前健康教育５校１０回 出前健康教育７校１５回 出前健康教育 ４校５回 出前健康教育 ３校３回

増加を目指す 体験学習 １校 体験学習 ２校 体験学習 ３校 体験学習 ３校 体験学習 ２校５回
体験学習 増加を目指す ※10代の人工妊娠中絶数 ※10代の人工妊娠中絶数 ※10代の人工妊娠中絶数 ※10代の人工妊娠中絶数 ※10代の人工妊娠中絶数

１３３件 ９７件 １０４件 １１７件 １０６件
※10代の性感染症患者数 ※10代の性感染症患者数 ※10代の性感染症患者数 ※10代の性感染症患者数 ※10代の性感染症患者数

３１件 ２４件 ３４件 ２３件 １６件
③思春期保健相談 [健康増進課] 事業の継続 相談件数 相談件数 相談件数 相談件数 相談件数

来所 実２人，延２人 来所 実０人，延０人 来所 来所 来所
電話 実16人，延20人 電話 実26人，延26人 電話 電話 電話
訪問 実２人，延10人 訪問 実０人，延０人 訪問 訪問 訪問

（相談専用電話の設置） （相談専用電話の設置） （相談専用電話の設置）
④思春期保健情報提供事業 [健康増進課] 未実施

⑤思春期保健関係機関連絡会 [健康増進課] 連絡会の開催 ２回 連絡会の開催 ２回 連絡会の開催 ２回 連絡会の開催 ２回 連絡会の開催 ２回

⑥特定感染症検査等事業 [保健予防課]

検査数 １１２件 検査数 １３２件 検査数 ２３３件 検査数 ２４２件 検査数 ２３２件
若年者を対象とした健康教育

８回

⑦エイズ対策推進事業 [保健予防課] 講演会 年１回 教育関係者等を対象とした 教育関係者等を対象とした 教育関係者等を対象とした 教育関係者等を対象とした 教育関係者等を対象とした
教育研修講習会 １回 教育研修講習会 １回 教育研修講習会 １回 教育研修講習会 １回 教育研修講習会 １回

健康教育 ７回 健康教育 ４回 １回 １回

(2) 喫煙，薬物等に関する教育の推進（Ｐ９０）

①喫煙防止教育講座 [健康増進課] 開催回数 年３回 開催回数 ３回 開催回数 ３回 開催回数 １０回 開催回数 ５回 開催回数 ５回
（５校で１０回開催）

②アルコール関連障害予防事業 [保健予防課] 児童対象の健康教室 ４回 児童対象の健康教室 ４回 児童対象の健康教室 ４回 児童対象の健康教室 ５回 児童対象の健康教室 ５回 児童対象の健康教室 ８回

③薬物乱用防止普及事業 [保健所管理課] 事業の継続 ヤング街頭キャンペーンに ヤング街頭キャンペーンに ヤング街頭キャンペーンに ヤング街頭キャンペーンに ヤング街頭キャンペーンに
よる啓発 １回 よる啓発 １回 よる啓発 １回 よる啓発 １回 よる啓発 １回
（リーフレット等の配布） （リーフレット等の配布） （リーフレット等の配布） （リーフレット等の配布） （リーフレット等の配布）

実75人，延75人
実０人，延０人

インターネット等を活用し，
性に対する正しい知識の情報
提供を行う

若年者を対象とした 若年者を対象とした健康教育

ＨＩＶ抗体検査およびエイ
ズに関する相談の実施

若年者を対象とした

実０人，延０人

講演会および学校等からの
要望に対して情報提供を行
う

講演会および学校等からの
要望に対して情報提供を行
う

実０人，延０人
実68人，延68人

ＨＩＶ抗体検査およびエイ
ズに関する相談の実施

ＨＩＶ抗体検査およびエイ
ズに関する相談の実施

　「ヤング街頭キャンペーン」を行い，若年層の薬物使用防止の普及啓発
を図る。

　思春期の子どもたちが，生命の大切さや人間尊重，男女平等の精神に基
づいた異性観を持ち，適切な行動がとれるよう，健康教育，体験学習，情
報提供を行う。

　思春期における身体的，精神的問題や性に関する不安や悩み等につい
て，個々のケースに応じた相談を行う。

　ホームページに情報を掲載し，性に関する情報の提供を行う。

　問題解決のための関係機関のネットワークを構築し，思春期保健対策を
推進する。

　エイズや性感染症の予防知識の高揚，普及啓発のため，HIV抗体検査や
エイズ，性感染症に関する相談を行い，希望する中学校から大学までを対
象に，講演会を開催する。

　医療関係従事者等を対象とした専門教育研修等を行い，エイズに関する
相談，検査の充実および意識啓発を推進する。

　養護教諭等と連携しながら，小中学生を対象としたたばこの害について
の健康教育を行う。

　養護教諭やアルコールに関して問題を抱える家族のほか，広く市民に対
し，アルコールに関する知識等の普及啓発を図る。

ホームページに情報を掲載
し，性に関する情報の提供
を行う。

講演会開催校の増加を目指
す

関係機関のネットワークを
構築し，思春期保健対策を
推進する。

ＨＩＶ抗体検査およびエイズ
に関する相談の実施

函館市の思春期情報を提供
（講演会や学校，病院からの
要望があればデータで提供）
事業の継続

ＨＩＶ抗体検査およびエイズ
に関する相談の実施

実０人，延０人

若年者を対象とした健康教育

実73人，延73人
実０人，延０人

実０人，延０人
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施策項目および事業内容 平成18年度実績平成17年度実績 平成19年度実績計画目標　～平成21年度 平成20年度実績 平成21年度実績

４　小児医療の充実

(1) 小児医療の充実，確保（Ｐ９２）

①未熟児養育医療給付 [健康増進課] 事業の継続 給付者数 ４０人 給付者数 ４６人 給付者数 ４１人 給付者数 ４５人 給付者数 ５１人

②小児慢性特定疾患治療研究事業の利用促進 [健康増進課] 事業の継続 小児慢性特定疾患医療 小児慢性特定疾患医療 小児慢性特定疾患医療 小児慢性特定疾患医療
給付者数 １５７人 給付者数 １６７人 給付者数 １６２人 給付者数 １６０人

小児慢性特定疾患医療
給付者数 １５９人

③小児救急電話相談事業（北海道事業）の普及啓発 事業の普及啓発 道作成のポスター配布
[保健所管理課・健康増進課] 市作成のチラシの配布

ポスターの配付による制度
の普及啓発の実施

ポスターの配付による制度
の普及啓発の実施

中核市移行に伴い，H17.10
から市の事業として実施

ポスターの配付による制度
の普及啓発の実施

　養育のために病院等に入院することを必要とする未熟児に対し，その養
育に必要な医療費を給付する。

　北海道が実施する子どもを持つ親が，夜間，電話により専門家から子ど
もの症状に応じた適切な助言を受けることができる「小児救急電話相談事
業」の普及啓発。

　北海道の小児慢性特定疾患治療研究事業の円滑な利用を促進する。

（幼稚園・保育園などの保護者
宛，こんにちは赤ちゃん事業訪
問時）
子ども医療費受給者証しおり
に掲載

市作成の小児救急ガイドブッ
ク，子ども医療費受給者証し
おり，ホームページに掲載
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施策項目および事業内容 平成18年度実績平成17年度実績 平成19年度実績計画目標　～平成21年度 平成20年度実績 平成21年度実績

第３　子どもの健やかな成長のための教育環境の整備

１　次代の親の育成

(1) 男女協力による家庭を築くことの意義の普及啓発の推進（Ｐ９４）

①男女共同参画推進事業 [男女共同参画課] 事業の継続 情報誌の発行 ２回 情報誌の発行  4,000部 情報誌の発行  4,000部 情報誌の発行  4,000部 情報誌の発行  4,000部×2回
啓発誌の発行 １回 啓発誌の発行 小･中各4,000部 啓発誌の発行 小･中各5,000部 啓発誌の発行 小学校3,700部 啓発誌の発行 小学校3,400部

川柳コンクール等 １回 啓発作品ギャラリー事業 1回 啓発パネル展 1回 中学校3,500部 中学校3,200部

男女共同参画行政推進状況の調査男女共同参画行政推進状況の調査啓発パネル展 1回 啓発パネル展

男女共同参画行政推進状況の調査

メールマガジン配信

②男女共同参画フォーラム [男女共同参画課] 開催回数 年１回 開催回数 １回 開催回数 １回 開催回数 １回 開催回数 １回 開催回数 １回
参加者数 １８９人 参加者数 １９７人 参加者数 ３８１人 参加者数 ２８５人 参加者数 ２６４人

③「（仮称）函館市男女共同参画に関する条例」の制定 [男女共同参画課] 各種施策の推進 函館市男女共同参画審議会
設置・開催 １回

２　子どもの「生きる力」の育成に向けた学校の教育環境等の整備

(1) 確かな学力の向上（Ｐ９８）

①基礎学力向上推進事業 [教育指導課] 対象校数 対象校数 対象校数 対象校数 対象校数 対象校数
　小学校 ４０校 小学校 ４０校 小学校 ４８校 　小学校 ４８校 　小学校 ４８校 　小学校 ４７校
中学校 ２２校 中学校 ２８校 中学校 ２８校 中学校 ２８校

(2) 豊かな心の育成（Ｐ１００）

①道徳教育の充実 [教育指導課] 事業の継続 道徳教育に関する研究資料等発行 全校 全校 全校 全校
函館市道徳教育研究会との連携 道徳教育に関する研究資料等発行 道徳教育に関する研究資料等発行 道徳教育に関する研究資料等発行 道徳教育に関する研究資料等発行

授業研究参加 ３回 函館市道徳教育研究会との連携 函館市道徳教育研究会との連携 函館市道徳教育研究会との連携 函館市道徳教育研究会との連携

授業研究参加 ３回 授業研究参加 １回 授業研究参加 １回 授業研究参加 １回

③子どもの悩み相談電話 [教育指導課] 相談件数 １０３件 相談件数 ４７件 相談件数 ３４件 相談件数 １５件 事業の継続

④南北海道教育センターにおける教育相談 [南北海道教育センター] 相談件数 ３７９件 相談件数 ３１６件 相談件数 ４６９件 相談件数 ３８６件 相談件数 ４９６件

道徳教育に係る学校教育指導道徳教育に係る学校教育指導

函館市男女共同参画審議会
の設置・開催　３回
苦情処理制度周知の啓発
市民，事業者意識調査

　豊かな心の育成を目指すため，学校教育指導を通して各学校に指導を行
うとともに，道徳教育に係わる学校教育指導資料等の作成，函館市道徳教
育研究会との連携のもとでの公開研究会等における助言等を行う。

　条例に基づき各種施策を推進する。
（標記条例については，男女共同参画推進条例として平成１７年４月１日
に施行）

　子どもや保護者を対象に，いじめや不登校などへの対応をはじめ，学校
生活や友だち関係の不安や悩み，子育てのあり方など，子どもの教育や養
育上の悩みについての電話相談を行う。

　幼児，児童生徒の教育上の諸問題の解決を図るため，本人，保護者，学
校教育関係者の申し出により，勉強嫌い，学習や言葉の遅れなどの学習指
導，怠学や集団不適応などの生徒指導，不登校や情緒障害，習慣の異常な
どの精神・身体，知能や性格，就学などの進路・適正に関する教育相談を
実施する。

　市内女性団体で構成する実行委員会形式により，男女共同参画社会の推
進を目的として，講演会やパネルディスカッションなどを開催する。

　市立の小学校において標準学力検査を実施し，標準学力検査の結果集
約，データの分析・考察，学習に係わる児童の意識調査の実施・分析，学
習指導の工夫・改善に係わる実践上の課題等についての検討を行う。

　男女共同参画社会を推進するうえで必要な情報誌，啓発誌などによる広
報啓発活動に取り組む。

メールマガジン配信

函館市男女共同参画審議会の
開催　２回
苦情処理制度の周知・啓発
第２次函館市男女共同参画基
本計画「はこだて輝きプラ
ン」の推進

道徳教育に係る学校教育指導

利用が積極的に行われるよ
う，より一層周知に努め
る。

ニーズを把握しながら，適
切な対応に努める。

函館市男女共同参画苦情処
理制度の創設

函館市男女共同参画審議会
の開催　３回
苦情処理制度の周知，啓発
（仮称）「第２次函館市男
女共同参画基本計画」の策
定

男女共同参画行政推進状況の調査

函館市男女共同参画審議会の
開催　２回
苦情処理制度の周知・啓発
第２次函館市男女共同参画基
本計画「はこだて輝きプラ
ン」の推進

道徳教育に係る学校教育指導
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施策項目および事業内容 平成18年度実績平成17年度実績 平成19年度実績計画目標　～平成21年度 平成20年度実績 平成21年度実績

(3) 健やかな体の育成（Ｐ１０２）
①学校プール整備 [施設課] 対象校数 実施校数 なし 整備校数 なし 整備校数 １校 整備校数 ０校 整備校数 ０校

小学校 １０校

②屋内体育館暖房設備整備 [施設課] 対象校数 ６０校 整備学校数 整備学校数 整備学校数 整備学校数 整備学校数
小学校 ３校 小学校１校(昭和小学校) 小学校 1校(中島小学校) 小学校 1校（石崎小） 小学校 1校(東山小)
中学校 ２校 中学校１校(湯川中学校) 中学校 2校 中学校 1校（戸倉中） 中学校 1校(五稜中）

(亀田，桐花中学校)
③スポーツ指導者養成事業 [スポーツ振興課] 養成対象人員 ３人 養成対象人員 ５人 養成対象人員 ９人 養成対象人員 ３人 養成対象人員 ５人 養成対象人員 ６人

④スポーツ指導者派遣事業 [スポーツ振興課] 養成対象人員 ７人 養成対象人員 ０人 養成対象人員 ３人 養成対象人員 ０人 養成対象人員 １人 養成対象人員 ０人

(4) 信頼される学校づくりの推進（Ｐ１０３）
①学校評議員制度 [学務課] 設置校数 ６５校 設置校数 ８３校 設置校数 ８３校 設置校数 ８２校 設置校数 ８２校 設置校数 ７８校

(市立小中学校全校) (市立小中学校全校) (市立幼小中高全校) (市立幼小中高全校) (市立幼小中高全校)

委員数 ４０９人 委員数 ３９９人 委員数 ４０５人 委員数 ３８８人

②校舎・屋内体育館改築 [施設課] 実施校数 ２校 実施校数 １校 実施校数 １校 実施校数 なし 実施校数 １校 実施校数 なし
(昭和小学校，２か年整備) (昭和小学校) （弥生小学校）

③校舎・屋内体育館大規模改造 [施設課] 実施校数 ４校 実施校数 なし 実施校数 なし 実施校数 なし 実施校数 なし 実施校数 １校
(弥生小)

④学校における安全管理に関する取組　 [施設課] 事業の継続 事業の実施 事業の実施 事業の実施 事業の実施 事業の実施

(5) 幼児教育の充実（Ｐ１０４）

①幼稚園・小学校連絡協議会 [総務課・教育指導課] 事業の継続 開催回数 ３回 開催回数 ３回 開催回数 ３回 開催回数 ３回 開催回数 ３回
子育てにかかわるセミナー

１回

②私立学校運営費補助金 [総務課] 事業の継続 事業の実施 事業の実施 事業の実施 事業の実施 事業の実施

　校舎の出入口の施錠管理およびインターホンの設置などにより，安全管
理をする。

　函館市幼児教育研究会が主催し，隔年で幼稚園と小学校を会場に保育公
開，授業公開をしながら，話し合いをもつなど，研修する。

　私立学校の教育条件の維持向上，父母負担の軽減および私立学校の経営
の健全性を高めるため，幼稚園から大学までの私立学校を設置する学校法
人に対して，補助金を交付する。

　老朽化した校舎・屋内体育館の大規模改造。

　暖房設備のない屋内体育館への暖房設備の整備。

　 地域スポーツ指導員（Ｃ級），競技力向上指導者（Ｃ級）などの取得
に要する経費の一部を補助する。

　地域スポーツ指導員（Ｂ級以上），競技力向上指導者（Ｂ級以上）など
の取得に要する経費の一部を補助する。

　学校長が，保護者や地域住民など学校外の有識者から，学校経営に関し
て，幅広く意見を聞くとともに，必要に応じて，助言を求める。

　老朽化した校舎・屋内体育館の改築。

　天候に左右されず，長期間利用でき，水質，水温，室温等において良好
な環境を維持できる上屋付きプールの整備。
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施策項目および事業内容 平成18年度実績平成17年度実績 平成19年度実績計画目標　～平成21年度 平成20年度実績 平成21年度実績

３　家庭や地域の教育力の向上

(2) 地域の教育力の向上（Ｐ１０７）

⑤子ども放送局 [生涯学習課] 参加者数 ４５０人 開催回数 ４３回 開催回数 ２２回 開催回数 ２２回 開催回数 ２２回 開催回数 ２２回
参加者数 ５６０人 参加者数 ２９５人 参加者数 ４７２人

⑥地域と学校が連携協力した奉仕活動・体験活動推進事業 [生涯学習課] 実施回数 ３５回

⑦子ども会への助成 [生涯学習課] 事業の継続 加入者数 加入者数 加入者数 加入者数 加入者数
旧函館地区 旧函館地区 旧函館地区 旧函館地区 旧函館地区
４５団体２，９５４人 ４６団体１，９９７人 ４８団体１，９９７人 ４０団体 １，２１６人 ３７団体 １，２０２人
４支所地区 ４支所地区 ４支所地区 ４支所地区 ４支所地区
１９団体 ６７９人 １９団体 ６４０人 １９団体 ６４０人 １７団体 ６０８人 １３団体 ４２６人

⑧スポーツ少年団への助成 [スポーツ振興課] 事業の継続 加入者数 加入者数 加入者数 加入者数 加入者数
６７団体 １，６８８人 ７０団体 １，７２０人 ７０団体 １，８４２人 ７４団体 １，８９８人 ７５団体 １，９４４人

国の制度廃止などにより，
事業としては実施していな
いが，体験活動やボラン
ティアなどに関する相談に
個別に対応している。

国の制度廃止などにより，
事業としては実施していな
いが，体験活動やボラン
ティアなどに関する相談に
個別に対応している。

　文部科学省の衛星放送(平成２０年度からインターネット放送）の子ど
も向け番組を亀田福祉センターにおいて提供する。

　体験活動推進協議会や体験活動ボランティア活動支援センターの設置な
ど体制整備を図り，コーディネート体制を充実させ，地域の実情を踏まえ
た魅力ある参加プログラム等を企画実施する。

　地域で子どもたちの健全育成を図る役割を担っている子ども会に補助金
を交付する。

　青少年へのスポーツの普及，体力の向上，さらには青少年の健全育成の
ために，少年野球をはじめとする各種スポーツ大会の開催を行っている団
体に，運営費用の一部を補助する。

国の制度廃止などにより，事
業としては実施していない
が，体験活動やボランティア
などに関する相談に個別に対
応している。

国の制度廃止などにより，
事業としては実施していな
いが，体験活動やボラン
ティアなどに関する相談に
個別に対応している。

国の制度廃止などにより，事
業としては実施していない
が，体験活動やボランティア
などに関する相談に個別に対
応している。
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施策項目および事業内容 平成18年度実績平成17年度実績 平成19年度実績計画目標　～平成21年度 平成20年度実績 平成21年度実績

第４　子育てを支援する生活環境の整備

１　良質な住宅の確保

(1) ファミリー向け賃貸住宅の供給支援（Ｐ１１０）

①西部地区ヤングカップル住まいりんぐ支援事業 [住宅課] 補助件数 新規５０件 補助件数 新規４３件 補助件数 新規４６件 補助件数 新規　２７件 補助件数 新規　３０件 補助件数 新規　４０件
更新８０件 更新７７件 更新９５件 更新１２９件 更新１２２件

②西部地区空家・空地相談室 [街づくり推進課] 事業の継続 実地アドバイザーの派遣 相談の受付 相談の受付 相談の受付 相談の受付
居住サポート調査 実地アドバイスの実施 実地アドバイスの実施 実地アドバイスの実施 実地アドバイスの実施

空地･空家の情報提供 空地･空家の情報提供 空地･空家の情報提供 空地･空家の情報提供

２　良好な居住環境の確保

(1) 良好な居住環境の確保（Ｐ１１０）

①借上市営住宅制度 [住宅課] 供給数 １棟４６戸 供給数 １棟２４戸 供給数 １棟２４戸 新規供給数 なし 新規供給数 なし
総供給数 １２棟３３３戸 総供給数 １２棟３３３戸

(2) 住宅に係る情報提供，相談事業の充実

①住宅相談事業 [住宅都市施設公社] 相談件数 ５８７件 相談件数 ４４０件 相談件数 ６８５件 相談件数 １，１５２件 相談件数 ８１３件

３　安全な道路交通環境の整備

(1) 安全な道路交通環境の整備推進（Ｐ１１４）

①公共施設福祉環境整備計画の推進 [福祉推進課] 引き続き，整備を推進する。公共建築物 公共建築物 公共建築物
東川児童館ほか２施設
玄関スロープ整備など

②スクールゾーン，幼児ゾーン警戒標識の設置 [交通安全課] 設置数 設置数 設置数 設置数 設置数 設置数
スクールゾーン ６本 スクールゾーン ３本 スクールゾーン １本 スクールゾーン ５本 スクールゾーン ３本 スクールゾーン ３１本
幼児ゾーン ６本 幼児ゾーン ２本 幼児ゾーン １９本

③あんしん歩行エリアの整備 [道路建設課] 計画的な整備に努める。 市道昭和団地通 市道昭和団地通 市道昭和団地通 市道美原学園通 市道亀田外郭通２号
市道美原３－１６号線 市道美原3-12号線

市道北美原1-17号線 市道北美原３－１９号線
市道昭和団地通

　本計画期間は19年度で終了
したため，今後は部局ごとに
道路等のバリアフリー整備を
推進していく。

　湯浜保育園ほか２施設
　玄関スロープ整備など

　住宅相談窓口を設け，適切な指導・助言を行う。

　公共建築物，公園，道路のバリアフリー整備。

　 幼児，児童の交通事故防止を目的に，幼稚園，保育所，小学校の半径
500メートルをスクールゾーンとして，また，児童館および児童・幼児公
園の半径100メートルを幼児ゾーンとして設定して，警戒標識を設置し，
運転者の注意を喚起する。

　エリアに指定されている美原地区において，公安委員会と道路管理者が
連携して，面的かつ総合的な事故防止対策を講じる。※平成20年度からあ
んしん歩行エリア（公安法2号指定）の見直しにより，美原地区は対象か
ら外れたため，事業を廃止した。

　西部地区の空家・空地の流通促進を図るため，所有者の意向を確認し，
インターネットや相談窓口で情報提供を行うとともに，西部地区の住民
に，建物の改修方法など住み続けるためのアドバイス等を行うほか，空
家・空地の活用を円滑に進めるため，専門的な助言を行う実地アドバイ
ザーを派遣する。

　西部地区と中央部地区において，市が事業者に建設費の補助を行い，建
設した住宅を借り上げ，良質な賃貸住宅の供給促進を図る。

　西部地区内の民間賃貸住宅に入居する新婚世帯に，家賃の一部を補助す
る。

良質な賃貸住宅の供給促進
を図る。

充実を図りながら，継続す
る。

湯浜児童館，本町児童館
玄関スロープ整備など

　本計画期間は19年度で終了
したため，今後は部局ごとに
道路等のバリアフリー整備を
推進していく。

市道昭和団地通
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施策項目および事業内容 平成18年度実績平成17年度実績 平成19年度実績計画目標　～平成21年度 平成20年度実績 平成21年度実績

４　子どもの交通安全を確保するための活動の推進

(1) 交通安全教育の推進（Ｐ１１５）

①交通安全教室の開催 [交通安全課] 開催回数 ５３０回 開催回数 開催回数 開催回数 開催回数 開催回数
旧函館地区 ５３５回 旧函館地区 ５２０回 旧函館地区 ５８５回 旧函館地区 ６４９回 旧函館地区 ６５３回
４支所地区 ２３回 ４支所地区 ２５回 ４支所地区 ３０回 ４支所地区 ２７回 ４支所地区 ３７回

②梁川交通公園の設置運営 [交通安全課] 事業の継続 入園者数 ２５，５３１人 入園者数 ２５，２５３人 入園者数 ２０,５５９人 入園者数 ２０,６０９人 入園者数 ２０，８４１人

③交通指導員の研修 [交通安全課] 事業の継続 交通指導員数 １０人 交通指導員数 １０人 交通指導員数 １０人 交通指導員数 １０人 交通指導員数 １０人

２０人 ０人
④民間交通指導者の育成 [交通安全課] 事業の継続 民間交通指導者数２４０人 民間交通指導者数２３０人 民間交通指導者数２２７人 民間交通指導者数 ２３０人 民間交通指導者数 ２１２人

(2) チャイルドシート利用環境の整備推進（Ｐ１１６）

①交通安全パネル展の開催 [交通安全課] 開催回数 １回 開催回数 １回 開催回数 １回 開催回数 １回 開催回数 １回 開催回数 １回

５　安心して外出できる環境の整備

(1) 公共施設等のバリアフリーの推進（Ｐ１１７～１１８）

①福祉のまちづくり条例の推進 [福祉推進課] パネル展開催回数 １回 パネル展開催回数 １回 パネル展開催回数 １回 パネル展開催回数 １回 パネル展開催回数 １回 パネル展開催回数 １回

１回 １回

②福祉のまちづくり施設整備費補助金 [福祉推進課] 一層のＰＲに努める。

補助件数 ２件 補助件数 １件 補助件数 ０件 補助件数 ０件 ラジオによる広報 １回
補助件数 １件

③道路のバリアフリー整備 [維持課・道路建設課] 事業の継続 防護柵設置 防護柵設置 防護柵設置 防護柵設置 防護柵設置
歩車道段差解消 歩車道段差解消 歩車道段差解消 歩車道段差解消 歩車道段差解消
点字ブロック設置 点字ブロック設置 点字ブロック設置 点字ブロック設置 点字ブロック設置
歩道勾配解消 歩道勾配解消 歩道勾配解消 歩道勾配解消 歩道勾配解消
横断歩道滑り止め舗装 横断歩道滑り止め舗装 横断歩道滑り止め舗装 横断歩道滑り止め舗装 横断歩道滑り止め舗装

関係団体主催の研修会への参
加　２人

市政はこだてやパンフレッ
トによる制度の周知・啓発

市政はこだてやパンフレッ
トによる制度の周知・啓発

関係団体主催の研修会への
参加　０人

関係団体主催の研修会への
参加

福祉のまちづくり推進委
員会の開催

　交通安全に関するパネルや展示物等により，交通安全意識の一層の向上
を図る。

　交通安全指導委員会でボランティアの民間指導者を育成する。

　交通安全教育を行う交通指導員の指導力の向上のため，関係団体主催の
研修会に参加する。

　 交通指導員による交通安全教室を計画的に実施する。

　歩行系幹線道路における歩道の縦断こう配および横断こう配の改善，線
状誘導ブロックを含めた点字ブロックの設置や縁石の段差の解消を行う。

　交通遊具をはじめとして，ゴーカート，自転車等を配備し，市内の幼
児・小学校児童等が，楽しみながら，交通ルールを学ぶ。

市政はこだてやパンフレット
による制度の周知・啓発

関係団体主催の研修会への
参加

　病院，百貨店，ホテル，飲食店など多数の人が利用する公共的施設につ
いて，バリアフリーに係わる整備基準の周知普及のほか，人を思いやる心
など意識の啓発を行うため，パネル展の開催，出前講座，広報紙などによ
る広報啓発活動に取り組む。

　既存の公共的施設について，整備基準に沿ったバリアフリー整備を行う
際に，整備費用の一部を市が補助する。

市政はこだてやパンフレッ
トによる制度の周知・啓発

市政はこだてやパンフレット
による制度の周知・啓発

関係団体主催の研修会への参
加　２人

福祉のまちづくり推進委
員会の開催
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施策項目および事業内容 平成18年度実績平成17年度実績 平成19年度実績計画目標　～平成21年度 平成20年度実績 平成21年度実績

④公園のバリアフリー整備 [緑化推進課] 事業の継続 港公園，新川公園 函館公園(園路) 函館公園
出入口段差解消 見晴公園(園路) (園路)
障害者用水飲み場整備 元町公園 見晴公園

(多目的トイレ，広場) (園路)

(2) 子育てバリアフリー情報提供の充実（Ｐ１１９）

①子育てバリアフリー情報の提供 [子育て支援課]

６　安全・安心まちづくりの推進

(1) 通学路等における防犯設備等の整備推進

①街路灯設置費補助事業 [市民課] 新設・取替数１，１００灯 新設・取替数 １,０６３灯 新設・取替数 １,０１４灯 新設・取替数 ９２５灯 新設・取替数 １,０１８灯 新設・取替数 ８４７灯

②街路灯の整備 [維持課] 事業の継続 新設灯数 １４灯 新設灯数 １６灯 新設灯数 ５灯 新設灯数 ５灯 新設灯数 １０灯
町会移管灯数 ５０灯 町会移管灯数 ５０灯 町会移管灯数 ４９灯 町会移管灯数 ８１灯

③街路灯電灯料補助事業 [市民課] 事業の継続 補助灯数 ２２,６２９灯 補助灯数 ２２,６３７灯 補助灯数 ２２,７２２灯 補助灯数 ２２,８６０灯 補助灯数 ２２,９７８灯

(2) 子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進（Ｐ１２２）
①防犯協会補助事業 [市民課] 事業の継続 事業の継続 事業の継続 事業の継続 事業の継続 事業の継続

②少年・少女セーブサポート運動 [教育指導課] 緊急避難場所設置数 緊急避難場所設置数 緊急避難場所設置数 緊急避難場所設置数 緊急避難場所設置数 緊急避難場所設置数
１０，０００か所 旧函館地区 旧函館地区 旧函館地区 旧函館地区 旧函館地区

１０，０００か所 １０，０００か所 １０，０００か所 １０，０００か所 １０，０００か所
４支所地区 ４支所地区 ４支所地区 ４支所地区 ４支所地区

５００か所 ５００か所 ５００か所 ５００か所 ５００か所

　各種防犯活動を展開している函館市中央地区防犯協会，函館西防犯協会
に補助金を交付する。

　高齢者，障害者を含むすべての人々が，安全に緑の空間を享受できるよ
う，公園の出入口や園路の勾配・段差について，公園の特性などを考慮
し，可能な限りその解消に努める。

　民間団体や個人が設置する街路灯の電灯料の一部を市が補助する。

　通学路などに面した商店や公共施設，一般家庭にステッカーを貼り，子
どもたちが事件に巻き込まれそうになったときの避難場所を確保し，逃げ
込むことができる場所を周知するとともに，避難場所の増加に取り組む。

　民間団体や個人が街路灯の新設，取替えをする際，費用の一部を市が補
助する。

　市道上の街路灯設置が交通事故の減少に効果的であるとみられる重要な
交差点であり，交通安全上，必要と思われる箇所に，既存電柱等を活用し
て街路灯を設置する。

函館公園，見晴公園，
弥生第１号公園，弥生第２号
公園，弥生幼児公園，
船見公園
（全て園路）

子育てサポートブック「こそ
だてーる」の中で，主な施設
等の子育てバリアフリー情報
を掲載

作成・配付している子育て
サポートブックの中に，子
育てバリアフリーに係わる
マップの掲載を検討する。

子育てサポートブック「こ
そだてーる」の中で，主な
施設等の子育てバリアフ
リー情報を掲載

子育てサポートブック「こ
そだてーる」の中で，主な
施設等の子育てバリアフ
リー情報を掲載

子育てサポートブック「こ
そだてーる」の中で，主な
施設等の子育てバリアフ
リー情報を掲載

「すくすく手帳」の中で，主
な施設等の子育てバリアフ
リー情報を掲載

函館公園，見晴公園，
都市公園安全安心事業(測量
調査実施設計)
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施策項目および事業内容 平成18年度実績平成17年度実績 平成19年度実績計画目標　～平成21年度 平成20年度実績 平成21年度実績

第５　仕事と子育ての両立の推進

１　多様な働き方の実現および男性を含めた働き方の見直しの推進

(1) 働き方の意識改革の普及啓発の推進（Ｐ１２４）

③女性センター各種講座 [男女共同参画課] 講座内容 講座内容 講座内容 講座内容 講座内容
男女共同参画講座 ２回 男女共同参画講座 男女共同参画講座 男女共同参画講座 男女共同参画講座
ＤＶ予防講座 １回 １回　３３人 ２回　４３人(延べ) １回　３１人 １回　　９人

DV予防講座１回　１９人 DV予防講座１回　１６人 DV予防講座 １回　２６人 DV予防講座 １回　２２人

２　仕事と子育ての両立の推進

(2) 育児休業制度等の普及啓発の推進（Ｐ１２８）

①育児休業制度，介護休業制度の周知啓発事業 [労働課] 事業の継続 市政はこだてやリーフレッ
トによる制度の周知・啓発

市政はこだてやリーフレッ
トによる制度の周知・啓発

　女性センターにおいて，男女共同参画にかかわる各種講座を開催する。
（女性センターは平成１８年度より指定管理者制度による運営）

　事業主を中心にして，各種助成金制度を含めて，育児休業制度，介護休
業制度等の普及啓発などに取り組む。

ＰＲに努め，関心の高い講
座内容を検討する。

地域の経済団体との連携に
より，企業を対象とした仕
事と子育ての両立支援に係
るセミナー等の開催を検討
する。

関係機関のリーフレットの
配付

市政はこだてや市ホームペー
ジでの周知，当該制度等を掲
載した「雇用促進支援ガイ
ド」の作成と事業所への配付

ホームページでの周知，当該
制度等を掲載した「雇用促進
支援ガイド」の作成と事業所
への配付
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施策項目および事業内容 平成18年度実績平成17年度実績 平成19年度実績計画目標　～平成21年度 平成20年度実績 平成21年度実績

第６　特別な援助を要する家庭への支援

１　児童虐待防止対策の充実

(1) 児童虐待防止ネットワークの充実（Ｐ１２９）

①児童虐待防止ネットワーク事業 [子育て支援課] 研修会開催回数 年２回 要保護児童対策地域協議会 要保護児童対策地域協議会 要保護児童対策地域協議会
協議会１回，研修会１回 協議会１回，研修会２回 代表者会議 １回

１回 実務者会議 ２回
協議会１回，研修会２回

(4) 相談体制等の整備推進（Ｐ１３４）

④児童虐待防止意識啓発事業 [子育て支援課] 児童虐待防止講演会の開催
１回

（２０，０００部作成） （８００部作成）

２　障害児施策の充実

(1) 障害の早期発見・早期対応の充実（Ｐ１３５～１３６）

④障害児訪問指導 [健康増進課] 訪問指導の充実 障害児訪問実施数 障害児訪問実施数 障害児訪問実施数 障害児訪問実施数 障害児訪問実施数
実　２０１人 実　１７９人 実　１９７人 実　２１１人 実　１６４人
延　３３２人 延　２９８人 延　２７８人 延　２９１人 延　２３８人

⑤はこだて早期療育連絡会 [健康増進課] 連絡会の開催 ３回 連絡会の開催 ３回 連絡会の開催 ３回 連絡会の開催 ３回 連絡会の開催 ３回

⑥障害児に関する知識・情報の提供 [障害福祉課] 事業の継続 障害児療育関係者研修会 通園児童への支援 ２０人 通園児童への支援 １６人 通園児童への支援 １６人 通園児童への支援 １６人
１回 未通園児童への支援 延159人 未通園児童への支援 延221人 未通園児童への支援 延186人 未通園児童への支援 延212人

専門支援 ２３日 専門支援 ２９日 専門支援 ２１日 専門支援 ２１日
発達支援体制コーディネート 発達支援体制コーディネート 発達支援体制コーディネート 発達支援体制コーディネート

(2) 一貫した総合的な障害児施策の推進

①早期療育システムの整備 [障害福祉課] 情報の交換等を行う。 児童デイサービスセンター
において，発達支援体制の
コーディネート等を行って
いる（児童デイサービス療
育促進事業(委託事業)）

　早期療育システムの整備のために関係機関における情報の交換等を行
う。

　児童虐待の未然防止，早期発見・早期解決のための関係機関等との連携
を強化し，事例検討会や研修会等を行う。

発達支援センターにおいて，
発達支援体制のコーディネー
ト等を行う（子ども発達支援
事業(委託事業)）

関係機関の一層の連携を図
る。

児童虐待防止ネットワーク
会議の開催

児童デイサービスセンター
において，発達支援体制の
コーディネート等を行って
いる（児童デイサービス療
育促進事業(委託事業)）

児童虐待防止パンフレット
の作成・配付

　障害の早期発見・早期対応を進めるため，保健・医療・福祉・教育の各
機関の一層の連携を図る。

　保健・医療・福祉・教育の各機関等が実施している啓発事業を通じて，
障害児を持つ親や療育関係者のみならず，一般市民にも障害児に関する知
識・情報を提供する。

　障害児の発達を支援するために，保健・医療・福祉・教育に関する情報
を提供するとともに，親の育児不安の解消を図るために訪問指導に取り組
む。

児童虐待防止ネットワーク
会議を要保護児童対策地域
協議会へ移行

子どもを対象としたＣＡＰ
などの研修の検討。　児童虐待防止ネットワーク会議において，効果的な取組みを検討し，パ

ンフレットなどによる意識啓発に取り組む。

発達支援センターにおい
て，発達支援体制のコー
ディネート等を行っている
（子ども発達支援事業(委
託事業)）

「子どもなんでも相談110番」
の開設に伴い，リーフレット
を配布し，虐待等の相談受付
の周知を図っている

児童虐待対応パンフレットの
作成・配付

発達支援センターにおいて，
発達支援体制のコーディネー
ト等を行う（子ども発達支援
事業(委託事業)）

児童虐待対応マニュアルの作
成・配付（６５０部作成）
児童虐待防止啓発カード作
成・配付（5,000枚作成）
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施策項目および事業内容 平成18年度実績平成17年度実績 平成19年度実績計画目標　～平成21年度 平成20年度実績 平成21年度実績

②児童デイサービス事業 [障害福祉課] 実施箇所数 ３か所 実施箇所数 ３か所 実施箇所数 ３か所 実施箇所数 ３か所 実施箇所数 ３か所
延利用者数 ４６８人 延利用者数 ２,５２７人 延利用者数 １,５６５人 延利用者数 ２，１８８人 延利用者数 ２，７７９人

(3) 教育的支援の推進（Ｐ１３８）

①特別支援教育に関する研修の充実 [教育指導課] 事業の継続 特別支援教育研修会　１回 特別支援教育研修会　２回 特別支援教育研修会　２回 特別支援教育研修会　 ２回 特別支援教育研修会　 ２回
参加者数 ８３人 参加者数 １６６人 参加者数 １４４人 参加者数 １６４人 参加者数 １５６人

②特殊教育就学扶助 [保健給食課] 事業の継続 支給対象児童 支給対象児童 支給対象児童 支給対象児童 支給対象児童
　　　　　　　　　　　小学生 ７０人 　　　　　　　　　　　小学生 ８７人 小学生 ９３人 小学生 ９４人 小学生 ９５人
中学生 ３４人 　　　　　　　　　　　中学生 ３０人 中学生 ３７人 中学生 ３９人 中学生 ４１人

(4) 保育所等における障害児保育等の推進（Ｐ１３９）
①保育所における障害児保育 [子育て支援課] 施設数 １２か所 施設数 １４か所 施設数 １３か所 施設数 １１か所 施設数 １２か所 施設数 １４か所

入所児童数 ２９人 入所児童数 ３６人 入所児童数 ３０人 入所児童数 ２９人 入所児童数 ３１人

②私立幼稚園における障害児教育 [総務課] 施設数の増加を目指す 対応可能施設数 ２１か所 対応可能施設数 ２１か所 対応可能施設数 ２１か所 対応可能施設数 ２１か所 対応可能施設数 ２０か所

受入実績 ４園（１２人） 受入実績 ４園（１２人） 受入実績 ５園（１１人）

③放課後児童健全育成事業における障害児保育 [生涯学習課] 施設数 １５か所 施設数 ６か所 障害児入所施設 障害児入所施設 障害児入所施設 障害児入所施設
入所児童数 １０人 公営 ０か所 　公営 　０か所 　公営 　０か所 　公営 　０か所

民営 ９か所，１０人 民営 １０か所，１６人 民営 １９か所，３６人 民営 ２０か所，３９人

　特殊学級に在籍する児童・生徒の保護者等で，一定の要件を満たす場合
に，特殊学級への就学のために必要な給食費，通学費，修学旅行費などの
経費を支給する。（平成１９年度から特殊学級を特別支援学級としたた
め，事業名は特別支援教育就学扶助へと変更した。）

　平成15年度から支援費制度による事業として，平成18年度から障害者自
立支援法に基づく事業として市内３か所で取り組んでいる。

　統合保育における療育効果が高いことから，需要が増加しているため，
障害児教育を行う。

　小学校に就学している概ね10歳未満で，保護者が労働等により，昼間，
家庭にいない障害がある児童について，放課後の健全育成事業を行う。

　統合保育における療育効果が高いことから，需要が増加しているため，
障害児保育のための保育士の研修などに取り組み，障害児保育を行う。

需要に応じた事業の拡充の
検討

　市立小・中学校の特殊学級設置校を対象に障害のある児童生徒の可能性
を最大限に発揮させる教育の推進に関する研究協議や講演会を実施する。

21



施策項目および事業内容 平成18年度実績平成17年度実績 平成19年度実績計画目標　～平成21年度 平成20年度実績 平成21年度実績

第７　母子家庭等の自立支援

１　母子家庭等の自立支援の推進

(1) 子育てや生活支援の充実（Ｐ１４２）

①母子家庭等の保育所優先入所 [子育て支援課] 事業の継続 事業の実施 事業の実施 事業の実施 事業の実施 事業の実施

⑤母子生活支援施設 [子育て支援課] 施設数等２か所，４０世帯 施設数等２か所，４０世帯 施設数等２か所，４０世帯 施設数等２か所，４０世帯 施設数等 ２か所，４０世帯 施設数等 ２か所，４０世帯

⑥小規模分園型（サテライト型）母子生活支援施設 [子育て支援課] 施設数等 １か所，６世帯 施設数等 １か所，６世帯 施設数等 １か所，６世帯 施設数等 １か所，６世帯 施設数等 １か所，６世帯 施設数等 １か所，６世帯

⑦市営住宅への母子家庭等の優先入居 [住宅課] 事業の継続 事業の実施 事業の実施 事業の実施 事業の実施 事業の実施

⑧ひとり親家庭ふれあい交流事業 [子育て支援課] 開催回数 開催回数 開催回数 開催回数 開催回数 開催回数
映画鑑賞会 １回 映画鑑賞会 １回７８人 映画鑑賞会 １回９３人 映画鑑賞会 １回９０人 映画鑑賞会 １回１０２人 映画鑑賞会 １回１０２人
レクリエーション １回 レクリエーション１回７５人 レクリエーション１回５３人 レクリエーション１回３９人

⑨母子福祉センターでの趣味・教養教室 [子育て支援課] 事業の継続 教室内容 教室内容 教室内容 教室内容 教室内容
料理，英会話，歌謡， 料理，メイク，歌謡， ランチ，メイク，歌謡， リズムダンス，料理， リズムダンス，料理，
ペン習字，ヨガなど リズムダンス，ヨガなど 韓国語，ヨガなど 歌謡，英会話，ヨガなど 歌謡，英会話，ヨガなど

(2) 就業支援の充実（Ｐ１４４～１４５）
①母子福祉センターでの技能習得事業 [子育て支援課] 教室内容 教室内容 教室内容 教室内容 教室内容 教室内容

エクセル教室 ２教室 エクセル教室 ２教室 エクセル教室 ２教室 エクセル教室 ２教室 エクセル教室 ３教室 エクセル教室 ３教室
ワープロ教室 １教室 ワープロ教室 １教室 ワープロ教室 １教室 ワープロ教室 １教室 ワープロ教室 １教室 ワープロ教室 １教室
販売士教室 １教室 販売士教室 １教室 販売士教室 １教室 販売士教室 １教室 販売士教室 １教室

②母子家庭等就業・自立支援センター(北海道事業)との連携
[子育て支援課]

（函館高砂母子ホーム内） （函館高砂母子ホーム内） （函館高砂母子ホーム内） （函館高砂母子ホーム内）

（函館高砂母子ホーム内）

就業相談，就業促進活動，
セミナー就業情報提供など
事業を展開

就業相談，就業促進活動，セ
ミナー就業情報提供など事業
を展開

中核市移行に伴い，市の事
業として開始

　保育所入所実施審査にあたって，母子家庭・父子家庭について所要の配
慮をする。

　母子生活支援施設入所に係わる課題をほぼ解決している母子家庭につい
て，地域社会における民間住宅等を活用して，本体施設と連携を図りなが
ら，生活指導や相談の支援を行い，その自立を重点的に支援する。

　住居を提供し，生活支援，就労支援，育児相談，教育相談などを通じ
て，自立を支援する。

　母子家庭の母親を対象として，就職に有利な資格を得るための講座を開
催する。

　老人，障害者，母子世帯，低所得者を対象に市営住宅の優先入居を実施
する。

　母子家庭等を対象に映画鑑賞会と公園等でのレクリエーションを実施す
る。

　母子家庭や寡婦の方を対象として，趣味や教養，スポーツ・レクリエー
ションを通じて生きがいを深め，健康で明るい生活を送るための各種教室
等を開催する。

北海道との連携を図りなが
ら，きめ細かく取り組む。

　一貫した就業支援サービスの提供とともに，地域生活や養育費に関する
相談等，総合的な支援について，北海道と連携を図る。

就業相談，就業促進活動，
セミナー就業情報提供など
事業を展開

就業相談，就業促進活動，
セミナー就業情報提供など
事業を展開

就業相談，就業促進活動，セ
ミナー就業情報提供など事業
を展開
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施策項目および事業内容 平成18年度実績平成17年度実績 平成19年度実績計画目標　～平成21年度 平成20年度実績 平成21年度実績

③民間事業者に対する就業にかかわる協力依頼 [子育て支援課]

④母子家庭自立支援給付金支給事業 [子育て支援課] 自立支援教育訓練給付金 ３５件 自立支援教育訓練給付金 ３５件 自立支援教育訓練給付金 ２１件 自立支援教育訓練給付金 １５件 自立支援教育訓練給付金 ６件
高等技能訓練促進給付金 ９件 高等技能訓練促進給付金 １１件 高等技能訓練促進給付金 ７件 高等技能訓練促進給付金 １０件 高等技能訓練促進給付金 １８件
常用雇用転換奨励給付金 ０件 常用雇用転換奨励給付金 ０件 常用雇用転換奨励給付金 ０件 常用雇用転換奨励給付金 ０件

(3) 養育費確保の促進（Ｐ１４６）

①養育費確保にかかる周知啓発事業 [子育て支援課] 継続して周知啓発を行う。 事業の実施 事業の実施 事業の継続 事業の継続 事業の継続

(4) 経済的支援の充実（Ｐ１４７）

①遺児手当 [子育て支援課] 対象児童数 延　７７７人 対象児童数 延　７８４人 対象児童数 延　６８０人 対象児童数 延　５７６人 対象児童数 延　５８６人

②ひとり親家庭等医療費助成制度 [医療助成課] 事業の継続 受給者年間平均 受給者年間平均 受給者年間平均 受給者年間平均 受給者年間平均
９，３５０人 ９，５５８人 ９，６２８人 ９，３７７人 ９，２７２人

受診件数 受診件数 受診件数 受診件数 受診件数
５７，９７０件 ５９，２２６件 ６１,６１２件 ５８，６０１件 ５８，８９１件

③母子家庭および寡婦応急生活資金貸付 [子育て支援課] 貸付件数 ４５件 貸付件数 １２件 貸付件数 貸付件数 貸付件数 貸付件数

(5) 情報提供および相談体制の充実

①母子自立支援相談室 [子育て支援課] 事業の継続 相談員 ３名 相談員 ３名 相談員 ４名兼務 相談員 ４名兼務 相談員 ４名兼務
相談件数 １，０５９件 相談件数 ９４３件

②「ひとり親家庭のしおり」の配付 [子育て支援課] 事業の継続 作成・配付数１，０００部 作成・配付数１，０００部 作成・配付数１，０００部 未作成 作成・配付数 １，０００部

民間事業者に対して，市政
はこだてによる広報活動や
パンフレット等での協力依
頼の実施

　父および母を失った遺児または不慮の事故，災害により父母のいずれか
を失った遺児の養育者に対して，手当を支給する。

　資格取得のための指定された講座を受講する場合，看護師，介護福祉士
など経済的自立に有効な資格を取得する場合などに給付金を支給する。

　母子自立支援員による相談時や児童扶養手当の申請時に周知を行う。

事業の周知啓発に努め，事
業の利用を促進する。

制度の周知，広報に努め
る。

民間事業者に対して，奨励
金や助成金など制度の周知
啓発を行い，協力を求め
る。

　母子家庭の母親の就業を促進するため，民間事業者に対して，奨励金や
助成金など制度の周知啓発を行い，協力を求める。

　生活全般の問題について相談に応じ，その自立に必要な指導と生活資金
の貸付をする。（平成１９年度に母子自立支援・女性相談室となる）

　ひとり親家庭を対象とした相談や手当の制度，生活資金の貸付，仕事，
子育て支援サービス等，生活に必要な情報について，冊子を作成し，対象
世帯に配付する。

(母子自立支援相談室相談件数
2,747件
女性相談室相談件数　244件)

　母子家庭の母および寡婦に対して，衣食住その他生活のために必要な応
急資金として，10万円を上限に20か月以内の期間で貸し付ける。(平成17
年10月に母子福祉資金・寡婦福祉資金貸付金事業を北海道から移管したこ
とに伴い，平成19年度以降は同事業に引継いでおり，標記貸付は事業廃止
している。)

母子福祉資金・寡婦福祉資
金貸付金　　　１２６件

　ひとり親家庭や両親のいない家庭の20歳未満の子とひとり親家庭の母ま
たは父の保険診療内の医療費を助成する。

民間事業者に対して，市政
はこだてによる広報活動や
パンフレット等での協力依
頼の実施

母子福祉資金・寡婦福祉資
金貸付金　　　１３２件

母子家庭および寡婦応急生
活資金貸し付け　　９件

民間事業者に対して，市政
はこだてによる広報活動や
パンフレット等での協力依
頼の実施

母子福祉資金・寡婦福祉資金
貸付金　　　１３０件

民間事業者に対して，市政は
こだてによる広報活動やパン
フレット等での協力依頼の実
施

(母子自立支援相談室相談件数
2,276件
女性相談室相談件数　339件)

民間事業者に対して，市政は
こだてによる広報活動やパン
フレット等での協力依頼の実
施

(母子自立支援相談室相談件数
3,121件
女性相談室相談件数　293件)

母子福祉資金・寡婦福祉資金
貸付金　　　２５４件
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施策項目および事業内容 平成18年度実績平成17年度実績 平成19年度実績計画目標　～平成21年度 平成20年度実績 平成21年度実績

第８　子育てに伴う経済的負担の軽減

１　子育て家庭への経済的支援の充実

(1) 児童手当等の充実（Ｐ１５２）

①児童手当 [子育て支援課] 事業の継続 対象児童数 対象児童数 対象児童数 対象児童数 対象児童数
延　１９５，７５７人 延　２５１，２５７人 延　２５７，６１３人 延　２５１，６３７人 延　２４６，７０７人

②児童扶養手当 [子育て支援課] 事業の継続 対象児童数 対象児童数 対象児童数 対象児童数 対象児童数
延　７６，６２１人 延　７６，８１８人 延　７４,１７１人 延　７１，６７３人 延　７２，０３４人

(2) 医療費等の助成，軽減の実施（Ｐ１５３）

①乳幼児医療費助成制度 [医療助成課] 事業の継続 受給者年間平均 受給者年間平均 受給者年間平均 受給者年間平均 受給者年間平均
１１，７１４人 １１，３１１人 １０,９９８人 ２０，４５２人 ２０，０６８人

受診件数 受診件数 受診件数 受診件数 受診件数
２０２，５５１件 ２０２，５５１件 １９７,６０９件 ２８３,６０３件 ２９９，２６４件

(対象を小学校卒業まで拡大) (対象を小学校卒業まで拡大)

②幼稚園就園奨励事業 [保健給食課] 事業の継続 対象者 対象者 対象者 対象者 対象者
市立　４園 ３５人 市立　４園 ２３人 市立　４園 １５人 市立　２園 １１人 市立　２園 １５人
私立２７園２，４１２人 私立２６園２，４３７人 私立２８園２，４５７人 私立２８園 ２，４５０人 私立２７園 ２，３９５人

③保育所保育料の軽減 [子育て支援課] 事業の継続 事業の実施 事業の実施 事業の実施 事業の実施 事業の実施

　０歳から就学前の乳幼児の保険診療内の医療費を，一定の要件のもと
に，助成する。（平成２０年度から対象範囲を小学校卒業までに拡大し，
事業名を「子ども医療費助成制度」と変更した）

　経済的な事情により，就園が困難な児童の保護者の経済的負担を軽減す
るため，幼稚園児の入園料，保育料を世帯の所得の状況に応じて減免す
る。

　低所得世帯や多子世帯等を対象として，保育料に係る階層区分を細分化
等することにより，保育料の負担を軽減する。
　また，同一世帯で３人以上入所した場合は，３人目以降を無料としてい
る。

　小学校修了前の児童の養育者に，一定の所得要件を満たす場合に支給す
る。

　父親または両親ともいない児童で18歳に達する日以後の最初の３月31日
までの間にある児童の養育者に対して，所得の状況により，支給する。
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